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公民館だより 
 

市内のすべての公民館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月～５月末まで貸館業務が停止にな

りました。学級・教室、講座やサークル活動の自粛要請がようやく解除された６月１日、「悠々パソコンクラブ」

の活動を皮切りに、順次活動が再開され、公民館に活気が戻ってくると思いきや、防府市から、「公民館利用に

関するガイドライン（注意事項）」が通達され。その規定により、勝間公民館の講座やサークルの多くが活動停

止の状態になってしまいました。このガイドラインは、９月末までとなっていますが。新型コロナウイルス感染

拡大防止に終始したもので、以下に該当する活動がすべて停止となります。 

① 歌唱や大きな声を出すもの、吹奏楽など呼気を利用するもの、運動、調理等の活動 

② 身体接触を伴う活動、物品を複数の人が触れる活動 

③ 物品の貸し出しを行う活動 です。 

勝間公民館では、市民教養講座７講座全部と、１０サークルの活動が停止となりました。 

また、入館に際しても、発熱や風邪の症状がある人は入館禁止となりますし、手指の消毒を徹底すること、各

部屋の参集人数を最小限にすること（人との間隔を 1.5m～２ｍあける、机は一人掛けにする）、マスクは必ず着

用すること、そして、使用後は利用者により消毒・換気を行うことが、求められました。 

まだまだ、新型コロナウイルスに翻弄される日々が続きますが、活動を停止されている講座やサークルの受講生

の皆様、いましばらくの辛抱です。公民館職員は、いつでも皆さまを笑顔で迎えられるよう準備しております。 

 

 

 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す   

今
年
度
の
ス
タ
ッ
フ 

館 

長 
 
 
 
 
 

大 

庭 

敏 

幸 

社
会
教
育
指
導
員 

 

森 

原 
 

清 
  

英
雲
荘
よ
り
異
動 

主
事
補 

 
 
 
 
 

藤 

本 

郁 

江  

中
関
公
民
館
よ
り
異
動 

管
理
人 

 
 
 
 
 

浅 

川 

重 

晴 

最新情報はインターネットで 

「勝間公民館職員ブログ」を検索！ 

 

 


